
担

当

課

（

室

）

 

目
　

　

　

次

 

発

行
　

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目
　

　

　

次

 
 

【

告
　

　

　

示

】

 
 

◯
　

指

定

通

所

支

援

の

事

業

の

廃

止

の

届

出

指

導

監

査

課

 
 

【

公
　

　

　

告

】

 

◯
　

大

規

模

小

売

店

舗

の

新

設

に

関

す

る

届

出

の

縦

経

営

支

援

課

 
 

覧

 
 

◯
　

家

畜

伝

染

病

の

発

生

畜

産

課

 
 

◯
　

林

業

種

苗

法

に

基

づ

く

生

産

事

業

者

の

登

録

治

山

課

 
 

【

人

事

委

員

会

】

 

◯
　

令

和

八

年

度

社

会

人

経

験

者

等

対

象

の

岡

山

県

人

事

委

員

会

 
 

職

員

採

用

試

験

（

一

回

目

）

の

実

施

 
 

【

公

安

委

員

会

】

 
 

◯
　

指

定

講

習

機

関

の

指

定

の

一

部

改

正

運

転

免

許

課

◯
　

運

転

免

許

取

得

者

等

教

育

の

認

定

の

一

部

改

正

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号 

 

児
童
福
祉
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
□
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
□
次
の
指
定
通
所
支
援
の
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

ツ
リ
□
ハ
ウ
ス 

美
作
粟
井
教
室 

２  

所
在
地 

美
作
市
小
野
五
三
〇 

二  

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

  

１  

名
称 

 
 

 

今
太
木
材
株
式
会
社 

  

２  

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

島
根
県
安
来
市
安
来
町
二
一
四
一 

三 

廃
止
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
十
日 

四 

事
業
所
番
号 

三
三
五
一
五
〇
〇
〇
五
七 

五 

サ
□
ビ
ス
の
種
類 

児
童
発
達
支
援
□
放
課
後
等
デ
イ
サ
□
ビ
ス 
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□
二
〇
三
□
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
□
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
□
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
□
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
に
つ
い
て
□
縦
覧
に
供
す
る
□ 

 
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
□
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
□
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

届
出
事
項
の
概
要 

１ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

名
称 

□
仮
称
□
ド
ラ
□
グ
コ
ス
モ
ス
美
作
店 

 
 

 

所
在
地 

美
作
市
豊
国
原
一
一
七
四―

一
ほ
か 

 

２ 

届
出
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 
 
 
 

名
称 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

 
 

 

住
所 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

横
山 
英
昭 

 

３ 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
□
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 
 

 

名
称 

株
式
会
社
コ
ス
モ
ス
薬
品 

 
 

 

住
所 

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
〇
番
一
号 

 
 

 

代
表
者
の
氏
名 

代
表
取
締
役 

横
山 

英
昭 

 

４ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日 

 
 
 
 
 
 

令
和
八
年
十
二
月
二
十
四
日 

 

５ 

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計 

 
 
 
 
 
 

千
三
百
六
十
三
平
方
メ
□
ト
ル 

 
 

６ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項 

 
 

(1) 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

五
十
二
台 

 
 
 

(2) 

駐
輪
場
の
収
容
台
数 

十
台 

 
 
 

(3) 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

二
十
七
平
方
メ
□
ト
ル 

 
 
 

(4) 

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量 

九
立
方
メ
□
ト
ル 

 
 

７ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項 

 
 

(1) 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻 

午
前
九
時 

 
 
 

(2) 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻 

 
 
 
 
 
 
 
 

午
後
十
時 

 
 
 

(3) 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で 

 
 
 

(4) 

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数 

三
箇
所 

 
 

(5) 
 
 

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 
 

午
前
五
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で 

二 

届
出
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
二
十
三
日 

三 

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所 

 
 

１ 

縦
覧
の
期
間 

 
 

 

令
和
八
年
五
月
十
五
日
か
ら
同
年
九
月
十
五
日
ま
で 

 

２ 

縦
覧
の
場
所 

 
 

 

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
美
作
市
産
業
政
策
部
商
工
政
策
課
並
び
に
岡
山
県
産
業

労
働
部
経
営
支
援
課
ホ
□
ム
ペ
□
ジ 
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□
二
〇
四
□
家
畜
伝
染
病
予
防
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
□
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
□
次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
が
発
生
し
た
旨
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

  

ヨ
□
ネ

病 家 

畜

伝
染
病

の
種
類 

乳
用
牛 

家
畜
の
種
類 

令

和

六

年

四

月

十
一
日 

生 

年 

月 

日 

患
畜 

患
畜
・
疑
似 

患
畜
の
区
分 

一
頭 

発
生 

頭
数 

笠
岡
市 

発

生

場

所 

令
和
八
年

四
月
三
十

日 発 
 

生

年

月

日 
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□
二
〇
五
□
林
業
種
苗
法
□
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
□
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
□
生

産
事
業
者
を
次
の
と
お
り
登
録
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
阿
新
二
九 

阿
新
二
八 

登 
 

録 

番 
 

号 

株
式
会
社
８

０
８
０ 

株
式
会
社
武

蔵
組 

氏

名

又

は 

名

称 
生 

 
 

産 
 

 

事 
 
 

業 
 
 

者 

新
見
市
千
屋
二
二
七
九
番
地
一 

新
見
市
千
屋
九
三
〇
番
地 

住 
 

 
 

 
 

 

所 

幼
苗
の
育
成
□

幼
苗
以
外
の

苗
木
育
成 

幼
苗
の
育
成
□

幼
苗
以
外
の

苗
木
育
成 

生
産
事
業
の 

内 
 

 

容 

株
式
会
社
８

０
８
０
住
所

地
に
同
じ 

株
式
会
社
武

蔵
組
住
所
地

に
同
じ 

事

業

所

の 

名

称

及

び

所 

在 

地 
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
公
示
第
五
号

令
和
八
年
度
社
会
人
経
験
者
等
対
象
の
岡
山
県
職
員
採
用
試
験
（
一
回
目
）
を
次
の
と
お
り
実
施
す

 
る
。

 
令
和
八
年
五
月
十
五
日

 

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

安　
　

田　
　
　
　
　

寛　
　
　

 

一　

試
験
区
分
、
採
用
予
定
者
数
並
び
に
主
な
勤
務
先
及
び
職
務
内
容　
　
　

試
験
区
分

採
用
予
定
者
数

主　

な　

勤　

務　

先　

及　

び　

職　

務　

内　

容

行　
　

政

 
 

　

五
名
程
度

知
事
部
局
（
本
庁
、
県
民
局
等
）
等
に
お
い
て
一
般
行
政
事
務

 

に
従
事
す
る
。

 

二 
 

受
験
資
格

 
 

　

昭
和
六
十
一
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
。
た
だ
し
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
二
日
か
ら
平
成
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ

 

た
者
で
あ
っ
て
も
受
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 
 
 

１ 
 

日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

　

２ 
 

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
十
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

 

当
す
る
者

　

３ 
 

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
民
法

（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
準
禁
治
産
の
宣
告
を
受
け
て
い
る
者
の
う

 

ち
心
神
耗
弱
を
原
因
と
す
る
も
の
以
外
の
者

 

三 
 

試
験
の
方
法

 
 
 
 

試
験
は
、
第
一
次
試
験
及
び
第
二
次
試
験
と
し
、
第
二
次
試
験
は
、
第
一
次
試
験
の
合
格
者
に
つ

 

い
て
行
う
。

 
 
 

１ 
 

第
一
次
試
験 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

種
　

　

目

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

職
務
能
力
試
験

基
礎
的
な
職
務
能
力
に
つ
い
て
択
一
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
行
う
。

論

文

試

験

表
現
力
、
理
解
力
、
構
成
力
、
企
画
力
等
に
つ
い
て
記
述
試
験
を
行
う
。

適

性

検

査

性
格
、
心
理
等
に
つ
い
て
検
査
を
行
う
。

資

格

加

点

七
の
受
験
申
込
の
際
に
証
明
書
類
の
写
し
を
添
え
て
申
請
の
あ
っ
た
次
に
掲

 

げ
る
資
格
・
免
許
・
検
定
に
つ
い
て
、
当
該
証
明
書
類
の
原
本
の
確
認
に
よ

 

り
、
業
務
に
資
す
る
専
門
的
技
能
及
び
知
識
に
つ
い
て
行
う
。

  

分　

野

資

格

・

免

許

・

検

定

   
 

 

語　

学

英　

語

実
用
英
語
技
能
検
定
（
英
検
）
準
一
級
以
上 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ
七
三
〇
点
以
上
（
団
体
特
別
受
験
制

  
 

度
（
Ｉ
Ｐ
テ
ス
ト
）
に
よ
る
も
の
を
除
く

）
。

 
 

Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｆ
Ｌ
（
ｉ
Ｂ
Ｔ
）
七
九
点
以
上
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国
際
連
合
公
用
語
英
語
検
定
試
験
Ａ
級
以
上

   
 

 

中
国
語

中
国
語
検
定
試
験
二
級
以
上

中
国
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
検
定
五
五
〇

 
 

 
 

 

点
以
上 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

漢
語
水
平
考
試
筆
記
試
験
六
級
一
八
〇
点
以
上
、

 

筆
記
試
験
五
級
一
八
〇
点
以
上
、
口
頭
試
験
高
級

 

六
〇
点
以
上

   
 

韓
国
語

ハ
ン
グ
ル
能
力
検
定
試
験
準
二
級
以
上

韓
国
語
能
力
試
験
四
級
以
上

  

情　

報

経
済
産
業
省
管
轄
の
国
家
試
験
で
あ
る
情
報
処
理
技
術
者
試

 

験
（
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
試
験
、
Ｉ
Ｔ
パ
ス

 

ポ
ー
ト
試
験
、
基
本
情
報
技
術
者
試
験
を
除
く

）
及
び
情

 

。

報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
試
験
の
合
格
者

 

 

経
営
支

日
商
簿
記
検
定
試
験
一
級

援
・
会

経
営
支
援
・
会
計
業
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
り
、
高
度
な
専

計

門
的
知
識
を
有
す
る
国
家
資
格
（
中
小
企
業
診
断
士
そ
の
他

こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
と
し
て
岡
山
県
人
事
委
員
会
が
認

め
る
資
格
）

な
お
、
次
に
掲
げ
る
分
野
の
資
格
・
免
許
・
検
定
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ

る
期
間
に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
加
点
す
る
。

分　

野

期

間

語　

学

令
和
六
年
五
月
十
五
日
か
ら
試
験
の
申
込
み
の
時
点
ま
で

 

情　

報

令
和
五
年
五
月
十
五
日
か
ら
試
験
の
申
込
み
の
時
点
ま
で 

（
情
報
処
理
安
全
確
保
支
援
士
と
し
て
登
録
し
て
い
る
場
合

を
除
く

）
。

 
 
 

２ 
 

第
二
次
試
験

種
　

　

目

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

、

。

口

述

試

験

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク

第
一
次
個
別
面
接
及
び
第
二
次
個
別
面
接
に
よ
り
行
う

 

四 
 

試
験
の
期
日
及
び
試
験
会
場

 
 
 

１ 
 

第
一
次
試
験

試

験

の

期

日

試

験

会

場
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令
和
八
年
七
月
十
八
日
（
土

岡
山
会
場

 

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号

曜
日
）

 

岡
山
県
庁
分
庁
舎

 

東
京
会
場

 

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
二
丁
目
六
番
三
号

 

都
道
府
県
会
館

 
 
 

２ 
 

第
二
次
試
験

試

験

の

期

日

試
　

　

験
　

　

会
　

　

場

 

令
和
八
年
八
月
二
十
一
日
（
金
曜
日
）

岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
七
番
三
六
号

か
ら
同
月
三
十
日
（
日
曜
日
）
ま
で
の

岡
山
県
庁
分
庁
舎

う
ち
指
定
す
る
日
（
第
一
次
試
験
の
合

格
者
に
対
し
て
、
岡
山
県
人
事
委
員
会

事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
指
定
す

る

）
。

 

五 
 

合
格
者
の
発
表

　

 
 

岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
掲
示
板
に
次
の
と
お
り
掲
示
し
、
岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
す
る
と
と
も
に

第
二
次
試
験
の
合
格
者
に
対
し
て
は

直
接
通
知
す
る

、

、

。

　

区　

分

発

表

の

期

日

内　
　
　
　
　
　
　
　

容

第
一
次
試
験

令
和
八
年
七
月
三
十
一
日
（
金
曜
日
）

合
格
者
の
受
験
番
号

第
二
次
試
験

令
和
八
年
九
月
上
旬

合
格
者
の
受
験
番
号

 

六 
 

採
用
及
び
採
用
後
の
給
与

 
 
 

１ 
 

採
用

 
 
 
 

 
 

第
二
次
試
験
の
合
格
者
は
、
合
格
決
定
後
直
ち
に
、
成
績
順
に
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
す

(1)

 

る
。 

 

 
 
 
 

 
 

採
用
者
は
、
任
命
権
者
（
岡
山
県
知
事
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
か
ら
の
請
求
に
応
じ
て
、

。

(2)

　
　
　

岡
山
県
人
事
委
員
会
が
採
用
候
補
者
名
簿
の
登
載
順
に
提
示
し
た
者
の
中
か
ら
、
任
命
権
者
が

 

　
　
　

決
定
す
る
。
な
お
、
採
用
時
期
は
、
原
則
と
し
て
、
令
和
九
年
四
月
一
日
と
す
る
。

 
 
 
 
 

 
 

採
用
候
補
者
名
簿
の
有
効
期
間
は
、
原
則
と
し
て
、
名
簿
登
載
の
日
か
ら
一
年
と
す
る
。

(3)

 
 
 

２ 
 

給
与

 
 
 
 

 

令
和
八
年
四
月
採
用
者
（
大
学
新
卒
者
）
の
給
料
月
額
は
、
二
四
三
、
九
〇
〇
円
で
あ
る
。

 

(1)
な
お
、
職
務
経
歴
等
の
あ
る
場
合
は
、
こ
の
額
に
一
定
の
基
準
で
算
出
さ
れ
た
額
が
加
算
さ
れ

 

る
。

　

 
 

　

諸
手
当
と
し
て
、
地
域
手
当
、
扶
養
手
当
、
通
勤
手
当
、
住
居
手
当
、
期
末
手
当
、
勤
勉
手

(2)

 

当
等
が
支
給
さ
れ
る
。

 

七 
 

受
験
手
続

 
 

　

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

令
和
八
年
五
月
十
五
日

金
曜
日

か
ら
同
年
六
月
十
二
日

金

、

（

）

（

 

曜
日
）
ま
で
の
期
間
中
、
岡
山
県
電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
に
よ
り
受
験
申
込
み
を
行
う
こ
と
。

令和８年５月１５日　岡山県公報　第１２８０２号



 

八 
 

そ
の
他

 
 
 

１ 
 

試
験
の
実
施
方
法
そ
の
他
試
験
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
受
験
案
内
に
記
載
す
る
。

　

２　

受
験
案
内
は
、
岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と

 

　
　

が
で
き
る
。

　

３　

受
験
資
格
の
有
無
及
び
受
験
申
込
書
の
記
載
事
項
を
確
認
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
証
明

 

　
　

書
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
。

 
 

の
採
用
候
補
者
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
受
験
申
込
み
の
入
力
事
項
等

４ 
 

六
１
(1)

 

　
　

に
虚
偽
の
も
の
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
採
用
候
補
者
名
簿
か
ら
当
該
者
を
削
除
す
る
。
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
三
号 

　

平
成
五
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
四
号
（
指
定
講
習
機
関
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

 
に
改
正
す
る
。

 

　
　

令
和
八
年
五
月
十
五
日

 

岡　

山　

県　

公　

安　

委　

員　

会　
　
　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
千
葉
県
市
原
市
八
幡
海
岸
通
一
番
地　
　
　

「
岡
山
県
玉
野
市
用
吉
一
六
九 

　

本
則
の
表
九
の
項
中　
　

株
式
会
社
Ｎ
Ｈ
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ　

を　
　

株
式
会
社
Ｏ
Ｏ
ド
ラ
イ
ビ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　

桃　

枝　

義　

彦　
　

」　
　
　
　

代
表
者　

□　

村　

武

 

七
番
地
一

 

ン
グ
ス
ク
ー
ル　

に
改
め
る
。

司　
　
　
　
　

」
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◎
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
四
号 

　

令
和
四
年
岡
山
県
公
安
委
員
会
告
示
第
百
三
十
八
号
（
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の
認
定
）
の
一
部

 
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　
　

令
和
八
年
五
月
十
五
日

 

岡　

山　

県　

公　

安　

委　

員　

会　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
千
葉
県
市
原
市
八
幡
海
岸
通
一
番
地　
　
　

「
岡
山
県
玉
野
市
用
吉
一
六
九 

　

本
則
の
表
九
の
項
中　
　

株
式
会
社
Ｎ
Ｈ
フ
ァ
シ
リ
テ
ィ
ー
ズ　

を　
　

株
式
会
社
Ｏ
Ｏ
ド
ラ
イ
ビ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　

桃
枝　

義
彦　
　
　
　

」　
　
　
　

代
表
者　

□
村　

武
司

 

七
番
地
一

 

ン
グ
ス
ク
ー
ル　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　

」
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